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農政産業観光委員会会議録 

 

日時      平成２４年７月３日（火）   開会時間   午前１０時０４分 

                      閉会時間      午後 ４時３０分 

場所 第２委員会室 

委員出席者       委員長 白壁 賢一 

副委員長  望月 利樹 

委員出席者 髙野  剛  浅川 力三  棚本 邦由  齋藤 公夫  森屋  宏  

大柴 邦彦  樋口 雄一  安本 美紀 

委員欠席者    なし 

 

説明のため出席した者 

産業労働部次長 堀内 浩将 

産業政策課長 伊藤 好彦  海外展開・成長分野推進室長 内藤 正浩 

商業振興金融課長 赤池 隆広  産業支援課長 藤本 勝彦  

 

観光部次長 堀内 久雄 

観光企画・ブランド推進課長 青嶋 洋和  国際交流課長 佐野 宏 

 

農政部次長 山里 直志 

農政総務課長 橘田 恭  農村振興課長 小幡 保貴  畜産課長 桜井 和巳 

 

  議題  県出資法人経営状況説明書に係る審査 

 

     

審査の結果   審査の結果、財団法人 山梨県農業振興公社及び公益財団法人 やまなし産

業支援機構について、閉会中もなお継続して審査を行うこととした。 

 

審査の概要    まず、委員会の審査順序について、公益財団法人 やまなし産業支援機構、

公益財団法人 小佐野記念財団、財団法人 山梨県国際交流協会、財団法人 

山梨県農業振興公社、公益財団法人 山梨県子牛育成協会の順に行うこととし、

午前１０時０４分から午前１１時１８分まで公益財団法人 やまなし産業支

援機構（午前１０時５８分から午前１０時５８分まで、午前１０時５９分から

午前１１時０２分まで、午前１１時１３分から午前１１時１４分まで休憩をは

さんだ）、休憩をはさみ午前１１時３３分から午前１１時４０分まで公益財団

法人 小佐野記念財団、休憩をはさみ午後１時０５分から午後１時５８分まで

財団法人 山梨県国際交流協会（午後１時３１分から午後１時３１分まで休憩

をはさんだ）、休憩をはさみ午後２時１７分から午後３時０７分まで財団法人 

山梨県農業振興公社、さらに休憩をはさみ午後３時２５分から午後４時０８分

まで公益財団法人 山梨県子牛育成協会の審査を行った。 
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主な質疑等  

 

※公益財団法人 やまなし産業支援機構 

質疑 

（組織体制について） 

安本委員  何点かお伺いをさせていただきたいと思います。まず、役員体制表もありま

したけれども、組織の体制について過去の状況を調べさせていただきました。

平成２１年度、２２年度、２３年度というようなことですけれども、非常勤職

員が非常にふえております。その状況を３年間ぐらい確認させていただきたい

と思いますけれども、どういう状況でふえているかお願いします。 

 

伊藤産業政策課長 非常勤職員の数ですが、平成２１年度につきましては１９名、それから、

２２年度につきましては３８名、２３年度については４７名ということでふえ

ております。 

 

安本委員  ２２年度に１９名プラス、また２３年度に９名ということで、この二、三年

で３０人弱ぐらいふえているわけですけれども、その理由についてお伺いした

いと思います。 

 

伊藤産業政策課長 非常勤職員の増加につきましては、平成２２年度からのふるさと雇用、緊

急雇用等の雇用拡大に対応した事業を産業支援機構で取り組んだことが主な

要因です。 

 

安本委員  具体的にはどういう事業ですか。 

 

伊藤産業政策課長 ふるさと雇用では、製造業等受注拡大のサポート事業、雇用安定推進員の

雇用、それから、２２年度からの緊急雇用では、高度専門技術習得事業とか、

円高等に対応した支援事業というようなことの事業を行っています。 

 

安本委員  経済も非常に厳しい中で、さまざま緊急雇用、ふるさと雇用の基金が積まれ、

それを活用して中小企業のいろいろな事業を展開されてきたということで評

価します。ただ、緊急雇用も原則的には今年度で終わりですし、県の基金もど

うなんですかといったら、もうないというようなことですけれども、景気がす

ぐに回復すると思えないところで、来年度、緊急雇用とかふるさと雇用の雇用

が終わった後どういうふうに考えられているのかお伺いしたいと思います。 

 

伊藤産業政策課長 今、安本委員から御指摘のありましたように、現在、緊急雇用等で２３年

度は１５名の数の非常勤職員を雇っておるわけですが、これにつきましては、

おっしゃるとおり、２３年度末で終了という制度になっています。そのため、

同じ事業を以降もまた続けるわけにはいかないわけですけれども、何らかの国

の事業等もございますので、少しでも産業支援機構で事業として行うものの中

に雇用ができるよう、アンテナを高くして取り組んでいきたいと思っています。 

 

安本委員  非常に必要なところだと思うんですね。景気の状況を見ながら、また秋にも

国への意見要望の機会もあると思いますけれども、そういった中で、必要なと

ころについては県から国へもしっかりと要望していただきたいと思うところ

です。 
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（経営評価の効率性について） 

 それから、今日、別の参考資料の中で、私、ちょっと提案させていただい

て、県が行っている出資法人の経営評価の結果概要をつけさせていただきまし

た。別とじのファイルの１１ページです。ほんとうはこの後に内訳が４枚ほど

ついていまして、そこまで出していただければ皆さんにもよくわかるんじゃな

いかと思って提案させていただいたんですが、総括表の１枚だけです。これは

２２年度のものに対する県の評価委員会だったと思いますけれども、それの評

価結果ということです。これを見ると総合評価ランクはＡなんですけれども、

中身的に５つの批評がありまして、効率性で６２.５％。ほかのところがわり

といいだけにこのところがちょっと気になったんですけれども、これはどうい

う指摘を受けて、そして、昨年度はどういうふうに取り組まれたのかお伺いし

ます。 

 

伊藤産業政策課長 ここの効率性の６２.５％という数字ですが、この数字の出し方につきまし

ては、管理費や売上高とか経常利益などを分子といたしまして、非常勤職員を

含みます職員数を分母として職員１人当たりの数値を算出して出していると

いうことで、どうしても非常勤も含めた職員数が増加しますと、数値は低下す

るということで承知しています。 

  あと、２３年度どのように取り組んだかという御質問ですが、これにつきま

しては、いずれにしても業務の効率化の改善を一層進めていくということが大

事だということで指導を行っております。産業支援機構の中でもいろいろな見

直しをする中で、例えば自動車についても、従来リースだったものを、業者を

呼んで検討した場合、購入のほうが結果的には値段が安くなるとか、それから、

アイメッセでもフロアの清掃については従来業務委託をしていたものにつき

まして、職員がみずから機械を購入して清掃に当たる、そういうコストや、あ

いている時間などをうまく使うというようなことなどをやっております。さら

に、アイメッセについては、昨年は東日本大震災などもございまして、利用率

が低下する可能性がございましたので、職員が営業に回りまして、利用率の低

下を引き起こさないように営業を行ったりしているところです。 

 

安本委員  この効率性の評価の仕方について、非常勤職員がふえていて、そして、１人

当たりの分母が大きくなったということだとは思うんですけれども、先ほど、

非常勤職員の方は、緊急雇用ということで、それなりのところではしっかりと

働いていただいていると思っておりますので、こういった評価の出し方、効率

性の出し方についてはどうかなと思うところです。これだけ見ると何か評価的

に悪くなってしまいますので、こういうところについては県からも評価委員会

に対して、こういった指標が適当なのかどうか、そういうふうな検討もお願い

したいなと思います。 

  

（産業支援機構のＰＲについて） 

 最後にもう１点伺いますけれども、厳しい中小企業の経営環境の中で、私の

ところにも融資の話とか、それから、事業計画をつくるとか、海外進出したい

というような相談も来ます。融資の話については、商工金融課の窓口がありま

すので紹介をしたりしますし、そのほかのものについては、資料をいただいて、

産業支援機構のパンフレットをお渡しして、相談をしてくださいということで

お伝えをしているところです。 

  しっかりとＰＲもしていただいているとは思いますけれども、窓口に来られ
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る方だけの対応だけではなくて、せっかくいろいろなデータベースで、巡回さ

れているのであれば、こういうものがありますということも、そこであわせて

出かけていって、県として中小企業支援の一番のところですので、ＰＲという

か、呼びかけもさらにやっていただきたいなと思いますけれども、いかがでし

ょう。 

 

伊藤産業政策課長 ＰＲが非常に大事なことと思っております。現在、産業支援機構のやって

おりますさまざまな支援事業につきましての案内は、ホームページとか、「サ

ポートネット」という情報誌の配布など、ＰＲに努めているところですが、ま

だまだ発行部数も２,３００程度ということで、県内企業数に比べて少ないと

思っています。今後につきましては、商工会とか、商工会議所とか、さまざま

金融機関も含めた団体と連携を図る中で、職員も現場の企業を回っております

し、今御質問がございましたように、アドバイザー、コーディネーターが今、

緊急雇用でおりますので、そういった人たちにも、訪問して、その目的以外に

も産業支援機構の内容についてＰＲもあわせてしてくるように産業支援機構

に伝えたいと思います。 

 

安本委員  まとめますけれども、私もこの委員会に所属させていただいて、県下の企業

の方とか、中小企業の経営者の方とか、できるだけ御意見を伺ってお伝えをし

たいなと思って、話をしているところです。正しいかどうかわからないですけ

れども、ある中小企業の方は、経営がいいときはどんぶり勘定でやっている方

が大半で、資金繰りに困って、それでいろいろな経営計画を立てるような段階

になっていくと。「ほんとうにいいときから数年先を考えて、しっかりと経営

計画もつくるような形にならないといけないですよね」という話をいただきま

して、そういったようなこともあわせてＰＲをしていただければということを

お願いしまして、質問を終わります。 

 

（ふるさと雇用及び緊急雇用について） 

森屋委員  今の安本委員の関連で、冒頭の話は大変重要なことで、もう１回整理をさせ

ていただきたいと思います。１００％国から来た雇用対策として、皆さん方が

やられているサポートとかコーディネート事業は、実は地域では大変期待もあ

りまして、役立ってこの３年ぐらいきたわけですよね。 

  後でもう１回改めてお聞きしますけれども、今の状況だと、この２４年度で

はすべてが終わってしまう状況ですよね。国もこの秋に向けて、経済対策の法

制を組むんだというようなことを考えられているんですけれども、それはまだ

未知数でわかりません。そのことに対して、獲得するための位置づけという意

味からも、今まで皆さん方がやってきたことの重要性、おそらくこの支援機構

は、設立当時に比べて時代が大分変わって、ほんとうに今のこういう厳しい現

下の状況の中で、産業支援機構のやっている役割は、私はほんとうに山梨県内

の作業の紙一重みたいなところを支えていただいているなと思うんです。 

  その意味で、平成２１年ぐらいから続けてきた国の雇用対策に準じてやって

きたもので、先ほど安本委員のところで答えをされていましたけれども、細か

いことはいいですから、２３年度まで、今年の３月３１日までで、何人の方々

がそういうコーディネートとかサポートを雇用対策でやられていて、そして、

先ほど課長がおっしゃったけれども、その方が２３年度では何人になって、ま

た２４年度にも１年間だけの部分がありますよね。そこをもう１回整理をして、

教えていただけますか。 
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伊藤産業政策課長 ふるさと雇用、それから、緊急雇用を活用いたしまして、産業支援機構で

非常勤職員として雇った数ですが、２２年度につきましては、緊急雇用で３名、

ふるさと雇用で７名を雇って、合わせて１０名です。これにつきましては、製

造業等の受注拡大を図るために訪問するサポート事業、それから、雇用安定推

進員ということで雇っています。それから、一部ダブるんですが、緊急雇用の

７名につきましては、高度専門技術習得事業、それから、円高等緊急対応の取

引拡大の支援事業というような２つの事業です。 

  ２３年度につきましては、緊急雇用で８名、ふるさと雇用で７名ということ

で、ふるさと雇用については同じ数を維持しています。 

  今年度につきましては、ふるさと雇用の事業が終了いたしますことから、ふ

るさと雇用７名につきましてはゼロになりまして、緊急雇用のみの９名を雇用

しているところです。 

 

森屋委員  ということは、これ、なかなか言い方が難しいんですけれども、それぞれの

地域の産業、企業の皆さん方は、ある意味ではこの何年かの間のお金の出どこ

ろというのは、おわかりでないと思うんです。ある意味、受けとめ方としては、

県のサポートが厚くされたと感謝していると思うんですね。それが、国の経済

対策、補正みたいなものが出てこないと仮定をしたら、仮にこの２４年度にす

べて終わってしまったら、おそらく県のそうした支援、厳密に言うと、県では

なくて、産業支援機構という法人を通しての支援になるんだけれども、現場の

皆さん方、企業の皆さん方の受けとめ方としては、県がこれまでこの何年かの

間厚くしてきたものがなくなってしまうとおそらくとらえる。 

  決して経済状況が好転している中ではありませんから、そのことをもう一度

しっかりと、ここまで何をされてきた、そして、どれだけの効果があったとい

うことをしっかりとここでとらえておいて、先ほど安本委員がおっしゃるよう

に、国に対する要望ということも１つ。これ、１００％のお金でやっていたか

ら、県としては原資がなかったわけだから大変なんだけれども、そういうこと

もひとつ国に求めていくこともあるけれども、極論を言うと、それだけの重要

な、現下のこういう経済状況が厳しい中において、これは絶対に県が一般会計

で必ずやっていくんだぐらいの意味合いのある重要なものだと僕は思ってい

ます。少なくとも今年は９名いるわけだけれども、ここまで何年かやってきた

ことの検証というか、効果というか、あるいは現場からの反響というか、そう

いうことをまとめる作業というのは、産業支援機構はやっているんですか。 

 

伊藤産業政策課長 今申し上げましたように、今年度も９名の非常勤職員、昨年度は１５名と

いうことで、大きな事業を４つほどやっています。これにつきましては、それ

ぞれ産業支援機構が雇用はしておりますけれども、そもそも事業の組み立てに

つきましては県の各課でしております。当然、産業支援機構と一体になって、

各課でもその成果についてはまとめる必要があると思っていますので、それに

ついては検証を行い、その中で効果的なものなどについては、取り組んでいき

たいと考えております。 

  それから、今後、これらの雇用について、地元の産業界にとって、それだけ

県の職員が回ってきているという受けとめ方ですが、これは確かにマンパワー

の部分でやるというのはやむを得ないと思いますけれども、それ以外にもさま

ざまな事業で従来から非常勤もおりますし、それから、国のほうの例えば中小

企業経営改革サポート連携拠点とかそういう事業も実は２２年から始めてい

ます。そういう方々も若干回っていただくということをしながら、なるべく企

業には顔を出すようにさせたいと思っています。 
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森屋委員  今のお答えだと弱いんですよ。現場ってもっと厳しいと思います。私、今回、

このコーディネーターとかサポートにかかわった人たちに何人かお話を聞い

たことがありますけれども、かなり一流の企業の現場でキャリアを積んできた

方、ほんとうに申しわけない、言い方は悪いけれども、県職員とか、産業支援

機構の中にいるプロパーの職員の皆さん方では持ち得ていないようなすごい

経験を持った皆さん方を今回のこの資金で県が雇っていただいて、やっぱり地

域の中でこの方々のものすごい活躍はあったんですよね。 

  だから、今の課長の言い方だと、僕は弱いと思う。やっぱり今回やったこの

ことがこの大変厳しい中において効果があったんだという強いものを持って

おかないと、課のほうで、来年度予算に向けて、仮に国の補正がなかったら、

やっぱり県の財政をみずから投入してやるぐらいの評価をしておかないと、い

やいや、その分なくなっても、まだこういう人たちもいるんですよぐらいの話

では絶対だめですよ。 

  今、ほんとうに現場のそれぞれの企業は、生きるか死ぬかという、紙一重の

ところでやっているですよ。それをようやく今回の国の決めてきたこの支援で

乗り越えてきたんだから。でも、昔のことを考えると、３年ぐらいこういう対

策をすると、何とかあかりが見えてきて、うまく回ってきたというのがこの何

十年かの経済対策の効果なんです。ところが、今回はこの効果というか、光が

全く見えていないんだ。だから、やっぱり現場はそのぐらい厳しい現状把握を

した中でこのことをやっていかないと、僕は絶対だめだと思う。今日は部長が

おいでにならないですけれども、これからもこの委員会の中でそういうところ

をよく見ていきますので、ぜひそういう認識でやっていただきたいと思います。

どうですか。 

 

伊藤産業政策課長 今、委員おっしゃったように、確かにこの雇用で雇った方につきましては、

一流企業のＯＢの方も多数おりまして、非常にその能力によってさまざまな御

指導、御助言を各企業もいただいたと承知しております。そういうことも踏ま

えまして、また産業支援機構の事業も含めて見直しをする中でなるべく活性化

をやっていきたいと思っています。 

 

（起業家養成セミナー事業について） 

棚本委員  時間が限られていますから、幾つかお聞きしていきたいと思います。私も現

状も含めて、知り合いが新しい設備機器を導入したと聞けば、行って、一緒に

ヘルメットをかぶって、朝からトレーラーの配置に立ち会ってみたり、何年も

そういうことを続けて、実際現場に行って入ってみて、やはり産業支援機構の

話が出てくるということも多い。これはうれしいことだと思います。やっぱり

設備機器導入１つにしても、中小企業、零細企業が何千万円の投資をするとい

うのは、これは大企業の何千万円の比じゃなくて、ほんとうに真剣勝負であり

ますから、ただ、設備投資したから今、生きられるという、こういうタイミン

グもあります。 

  それで、長い話はあれですから、産業支援機構の個別の事業で幾つかお聞き

いたします。まず３２６ページ、起業家養成セミナー事業についてであります。

このこと自体は、事業費と比較してみたら、ほんとうに個別の事業を小さい事

業費の中でみんなこなされているから、ここは評価をいたしたいと思います。

まずセミナーの中で、この事業実施後の受講者の状況は、事業を実施してみて

いかがでしょうか。 
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藤本産業支援課長 委員お尋ねの起業家養成セミナー事業ですが、これは私ども産業支援課の

中小企業支援基盤整備事業という大きな事業の中の１事業です。事業費そのも

のは１９万８,０００円というものですが、昨年度９月に２回、中小企業診断

士と企業の方をお招きしてセミナーを行っております。参加者は１１名でした。

以上です。 

 

棚本委員  ちょっと私の質問不足で、１１名の方が受講した効果というか、その後この

受講が生きたんでしょうか。 

 

藤本産業支援課長 この１１名の方がその後起業されたかどうかというところまでは把握して

ございません。 

 

（開業資金助成事業について） 

棚本委員  先ほど申しました産業支援機構もかなり業務量が膨大だということは認識

していますが、事業費を拝見しましたら、先ほどの課長の答弁のとおりで、ほ

んとうに小さい事業費でされていますけれども、これはいい講習だと思ってい

ます。役に立つ部分だと思っていますから、またその後の把握も産業支援機構

でしっかりと取り組まれて、事業効果も大切にしていただきたいと思います。 

  もう１つ、開業資金の助成事業で３００万円、その下の③、助成件数２件で

３００万円が支出されておりますが、補助金を申請された側のその後の事業は、

この助成金が生きて事業をしていらっしゃるかどうか、また、申請の基準はど

ういう判定をされるのかお話しいただければと思います。 

 

藤本産業支援課長 開業支援助成事業ですが、昨年度２件助成しております。その内容という

のが、まず情報通信業を開業するのに１件助成しております。これは新しいサ

ービス、画像サービスを提供する会社に助成して、開業しています。それから

もう１件が、ワインの残渣を利用いたしました食品製造業ということで、いず

れも開業に対する助成ですので、みらいファンドを用いて助成している案件で

す。以上です。 

 

（設備貸与事業について） 

棚本委員  わかりました。助成金も３００万円でありますが、今、課長の答弁を聞きま

したら、いずれも生きたお金になっているということです。時々、助成金です

から、必ずしも全体が生きないかもしれませんけれども、このケースは生きた

ということで、これにつきましても、助成金を出した後の把握を産業支援機構

に調査いただきたいと思います。 

  最後に、割賦販売とかリースに関してであります。これはかなり中小零細が

この資金を利用して導入している話も私の身近なところからも多く聞いてお

ります。近年の状況はいかがでしょうか。販売、リースに関しては、表現は適

当ではありませんが、いわゆる焦げつきとか、いろいろな企業を取り巻く状況

は非常に厳しい状況であります。ここ一、二年の状況でリースがふえているよ

うな話も聞きますけれども、焦げつきとか、あるいはうまく払っていけないと

いうような、景気状況もあわせて、リースの関係はどうでしょうか。 

 

赤池商業振興金融課長 設備貸与の最近の状況ですけれども、やはりこの不景気ということで

してなかなか。特にうちの対象は中小企業も対象になるんですが、小規模企業

者が主な対象ということなので、先がまだ見えないという状況で、なかなか投

資意欲がわかないため、ちょっと低調に推移しています。昨年度は、一昨年度
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に比べまして、実績で１２.９％増ということで若干ふえております。うちと

しても制度融資等のほうに設備もあるんですけれども、あちらは運転がほとん

どになってしまっているので、景気回復のためにはこういう設備をぜひ使って

もらいたいということで、県と産業支援機構が一緒になりましてＰＲに努めて

いるところです。 

  先ほどの焦げつきという部分につきましては、一定のルールで引当金を積ん

でおりまして、あるいは昔の保険とかもありますので、その範囲内でおさまっ

ているので、事業に影響があるほどの焦げつきは今のところ発生しておりませ

ん。以上です。 

 

棚本委員  課長の答弁はよくわかりました。引当金のことも、昔、私どもも経営に携わ

っておりましたからよくわかるんでありますが、やっぱり現場は苦しんでいま

すから、片や、中小零細企業の利用者をとめるようなことがあってはならない

と。ただ、片や、県の側に回ってみますと、やはり税がもとでいろいろな事業

運営もされていますから、引き当てはできるのかもしれませんけれども、その

辺のバランスを取りながら、現状、事業に支障がないというのは、企業会計上

のバランスの中では非常にわかる話なんですが、どうなんでしょうか。こうい

う経済状況の中で、焦げつきは、多いのか、少ないのか、また、それに対して、

引き当てという話で一くくりではなくて、中小企業支援、企業を生かしながら

どう苦しんでおられるのか、そこだけお聞きしたいと思います。 

 

赤池商業振興金融課長 報告書の３７９ページに焦げつきを入れてあるんですけれども、１４

の債権償却という部分があります。そちらがやっぱり昨年度でいうと２億円ぐ

らいということで、貸し付け規模からすれば、そんなに事業に影響があるとい

うことは考えておりません。いずれ、先ほども言いましたように、できるだけ

設備に投資してもらって、景気浮揚につなげてもらいたいということもありま

すので、積極的に使っていただきたいという姿勢は変わっておりません。以上

です。 

 

棚本委員  私もちょっと質問が下手なんですね。事業に影響はないって、やっぱりこれ

だけのお金があるんですね。月曜日に１日来ていましたから、私もずっときの

う、引当金の関係も債務処理の関係も見ました。責めてくれという話じゃない

んですよ。産業支援機構がこの事業を安定的にいってほしいと。そして、借り

ている側も、とめられても困ると。一括ここの線引きがあったから、あなたの

ところは該当者だから、非該当者だからと言われると、苦しんで苦しんで受注

を受けているところが多いものですから、それも困ると。ただし、県のこの事

業を実施しておられる当事者としてこの金額は影響ないかもしれないけれど

も、この金額の基本的な、焦げつきとか、あるいは今後の支援体制に向けて、

支障がないと言われると話が何も進まなくて、こういう金額をどうとらえて、

今後、支援体制というか、焦げつき対策をどう進めるのか、何かお考えがあっ

たらもう一度お聞きしたいと思います。 

 

赤池商業振興金融課長 先ほど引き当ての話をさせていただいたんですけれども、県としまし

ても、そういう必要な部分が当然、産業支援機構に生じますので、一定金額を

補助金として引き当てに当てるようにということで助成していますので、それ

を含めて、特に産業支援機構であんまり不良債権が多くて困るとかそういうこ

とで中小企業への貸し出しとかが少なくなるようなことはないと考えており

ます。 
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棚本委員  しつこくてすみません。繰り返すようでありますが、引き当て、県から補助

金を出して、産業支援機構自体は支障が出ないのかもしれません。３回目であ

りますが、企業を救ってほしいのも事実です。事実でありますが、例えば税で

は、今、滞納整理に追われております。この税の滞納側にとってみましても、

やむを得ない税の滞納理由は必ず何％かあるわけです。片や、中小企業にとっ

てみても、焦げつきを出さなければならないという理由が存在するわけです。

この部分の把握について、これから県の事業を運営する産業支援機構の側と、

それから、中小企業サイドで焦げつきが出た理由を、補助金の引き当てでペイ

じゃなくて、この先どういう対応を、公な金もつぎ込まれて事務も運営されて

いることも事実でありますから、引き当てですべてやるなら、銀行と言っては

いけない話かもしれませんけれども、公的な機関としてその理由を把握して、

この焦げつきに対して、引き当てのみじゃなくて、何をどう携わって進めてい

かれているのか、最後に、産業支援機構の取り組みがあったらお聞きしたいと

いう部分で終わりたいと思います。 

 

赤池商業振興金融課長 今の部分につきましても、金融機関とは違いますので、単に貸して利

息を得ると、それが目的ではありません。やっぱり中小企業の育成が一番重要

です。最悪、倒れた場合はしょうがないんですけれども、その前にいろいろフ

ォローを、ほかの支援も入れたりしながら、できるだけそういうことがないよ

うに、あるいは、先ほど委員おっしゃられたように、仮にそうなった場合には、

どこがまずかったかとかその辺はよくいろいろ研究しながら、次の事業に生か

せるように、うちも産業支援機構ともよく相談してやっていきたいと思います。

以上です。 

 

棚本委員  よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

（産業支援機構の組織体制について） 

樋口委員  いろいろな委員の意見が出ましたけれど、今さらという質問をさせていただ

きます。まず組織的なことで質問させていただきます。この機構の中で、トッ

プに理事長さんがいて、役員がいろいろ、評議員会があって、そして、理事会

があるんですね。このピンクのファイルの１０ページに、理事長が事務局長を

兼務すると、そういうふうに載っているんですけれども、この組織体制につい

て説明してもらいたい。 

 

伊藤産業政策課長 県の事務局長ということですが、事務局長というのは事務局の中に職員と

して職名は一応あるんですが、現在、事務局長という職名を職員につけており

ませんので、その部分を理事長が兼務するという格好にしています。 

 

樋口委員  組織のトップが、代表する方が事務局長を兼務する。その下に専務理事がい

るのに、あるいはプロパーもいるのにという気も非常にするわけであります。

先ほどあった議論の中に、効率性とかそういったものの話もありましたから、

ほかの組織じゃあまり考えられないと思いますけれども、何か特殊性がある、

あるいは理由、事情があってそういう形なのでしょうか。 

 

（ 休  憩 ） 

 

伊藤産業政策課長 すみません、定款で、事務局に事務局長を置くということがございまして、
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事務局長を置かなければいけないということになっているわけですけれども、

今回、理由はよくわかりませんが、理事長が自分を事務局長に任命したと。 

 

樋口委員  私も予習が足りなかったのかもしれませんから、そのことはまた経過書でも

できれば、後にまとめていただきたいと思います。なぜこのことを申し上げた

のかというと、やはり知事がおっしゃられている、あるいは本会議の中で、大

変厳しい本県の経済環境の中で、産業振興ビジョンがお示しする未来は、ある

いは産業振興ビジョンの重要度はますます増していると思うんです。そういっ

た意味で、一昨年ぐらいか、私どもがそれぞれ勉強したり、いろいろ意見交換

する中で思うのは、やはりまず担い手が産業支援機構だと思いまして、フレキ

シブルに組織が動く中で、組織も含め、答えられないように変わっているのか

なと。専務理事が事務局長になると。まさに専務理事が核となって産業振興ビ

ジョンを進める。そして、それ以外の、その上の理事会や、あるいはその上の

評議会とまた別に連絡調整するとか、そういうふうに動いているのかなという

思いがしたものですから、お聞きをしたわけであります。 

  そこで、産業振興ビジョン、私の認識が正しいかどうかわからないですけれ

ども、まさにこれまでも、あるいはこれからも、産業振興ビジョンが道しるべ

になると思いますが、それに沿って産業支援機構は、そこの推進、そこの広が

りを仕事とする、そういうふうに私は認識しているんですけれども、そんな認

識で合っているでしょうか。 

 

伊藤産業政策課長 産業振興ビジョンの推進を図るため、本年４月から組織を一部変更してい

ます。従来、そこの業務分掌図の新産業創造部、ここに新事業支援課とあわせ

まして情報推進課という課がございましたが、これを本年４月から新市場開拓

課と名称変更いたしました。あわせて、新産業創造部の部長に県の職員を派遣

するというようなこともする中で、県と一体になって産業振興ビジョンの推進

を図っていきたいという組織にさせていただいたところです。 

 

樋口委員  ほんとうに大まかな質問になってしまって恐縮ですけれども、そうすると、

そういうふうに組織再編をしながら、時代に合った、あるいはさらに先取りを

するような方向性を示す、あるいは具体的に動いていく民間の中小企業の皆さ

ん、地場の皆さんにお示しをしていくということであれば、さらにもっと、産

業支援機構でありますから、例えばその中には、本会議の中でも議論がありま

したウェルネスツーリズムとか、あるいはもう長く議論があります農業の６次

産業化とか、産業全体にかかわる部分についても食指を伸ばすといいますか、

すそ野を広げていくようなことも視野に入れているかどうかということを伺

いたいと思っているわけです。あるいは、それはここだけの議論じゃなく、今

後の議論にもなると思いますが、その辺についてはいかがでしょう。 

 

伊藤産業政策課長 今回、産業振興ビジョン推進ネットワークを組織いたしまして、その中核

となります事務局等につきましては、まさしくやまなし産業支援機構が行うと

いうことで、そのネットワークにつきましては、産業界の垣根を取り払った、

農業も観光も林業も、そういう団体、それから、県庁各２４課も入った組織、

これを事務局としてネットワークの取りまとめをやまなし産業支援機構のま

さしくここの部署で行うというふうにしておりますので、そういう部分では、

今、委員のおっしゃった広がりという部分を今つくっている最中です。 

 

樋口委員  そうすると、やはり産業という大きなくくりの中で動くこと。それぞれの産
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業が絡み合って成長していくことが非常に大事だと思います。どうしても産業

支援機構は、今までは工業という思いがあったり、それを中心に販路拡大とか

海外進出とか、つまり、もっと言いますと、山梨県の一番の基幹産業の電子機

械部分あるいはそのすそ野の部分を広げていった。まさに今回の議会でも、Ｊ

ＥＴＲＯとか、あるいは本会議の委員会の中でも、中央道沿線の多摩・諏訪連

携と先ほどもありましたけれども、そういうところです。 

  それだけじゃなくて、これからは、例えば理事や評議員の中に、今は金融機

関、行政、大学もありますけれども、さらにそういうところに、観光とか農業、

あるいは飲食とか、山梨にある温泉とか、そういったものをやっぱり加えてい

く必要が今後は出てくるんじゃないかなと。それから、今、課長がおっしゃっ

たような組織をどうしていくかということになっていくんじゃないかなと思

います。所管事項といいますか、常任委員会みたいな、出資法人の業務でなく

なったのかもしれませんけれども、この辺について理事や評議員のあり方をお

聞きします。 

 

伊藤産業政策課長 評議員等につきましては、定款で人数等が定められております評議員会で

なっておりますので、すぐにここで、「はい、わかりました」と言うわけには

まいりませんが、そういう面につきましても産業支援機構に伝えていきたいと

思います。 

 

樋口委員  非常に期待をしておりまして、言葉では、産業振興は絶対必ず１番目です。

そして、そのことを一番期待されている、あるいは一番そのことに議論が深ま

るべきことだと思いますから、ぜひそのような形で、提起をするならば、組織

も機構もそういった形。観光は独自に持っている、１次産業は１次産業で歴史

的にもうそういう組織があるから、まずそっちへ行ってくださいじゃなくて、

やっぱり機構もワンストップ、そして、そこで管理、連携をし、そこから進出

できるような形をとっていただきたいなと思います。 

 

伊藤産業政策課長 まさしくやまなし産業振興ビジョン推進に当たりましては、各関係団体の

協力が必要でございますので、ネットワークを充実、発展させながら、きめ細

やかなさまざまな産業支援も行いながら、そういう団体にももっと目を向ける

ように指導してまいります。 

 

（知的財産の保護とその活用支援について） 

齋藤委員  事業の細かいことですが、ちょっと聞きたいと思います。１点は、知的財産

の保護とその活用の支援ということです。山梨のようなこういう小さな県は特

に中小企業が多いわけですが、しかし、今、この厳しい時代の中で、中小企業

がものづくりの中でいろいろな新しいアイデアとか、そういうものを工夫しな

がら開発していくということが、これは山梨だけじゃなくて、大阪の中小企業

が宇宙ロケットの打ち上げるという時代でありますので、山梨として、幾つか

いろいろな支援がここに書いてありますが、具体的にどんな知的財産を認めて、

それをどのように活用しているのかということを先にお伺いしたいと思いま

す。 

 

藤本産業支援課長 お尋ねの件ですが、３２３ページに知的財産活用の支援としまして幾つか

事業がございます。まず、知的財産戦略推進事業ですが、これは中小企業者の

知財の活用とか、新規事業化を推進するために、知財の専門家による指導を行

う、知的財産経営戦略塾というセミナーを行っております。このセミナーは３
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回開催いたしまして、合計で約５０名の方が受講されております。それからも

う１つが、知財の専門家を派遣する事業ですが、これは昨年度３社が活用され

ております。それが①番の知的財産戦略推進事業です。 

  それから、特許流通コーディネーター配置事業ですが、これは特許の流通に

関するコーディネーター、専門家を派遣する事業です。常勤の職員１名により

まして、企業への促進活動、企業へ出向いております日数が年間２４４日とな

っております。具体的にどこの企業を歩いたとか、そういった実績は把握して

ございませんが、コーディネーターを配置して派遣する事業です。 

  それから、３つ目にあります発明創意工夫普及啓発促進事業ですけれども、

これは各種知財に係る情報を冊子で提供する事業です。主なところは以上です。 

 

（ 休  憩 ） 

 

齋藤委員  幾つかの説明を受けましたが、具体的には山梨県の中小企業が本格的に特許

を取得して、特許を申請するまでにはまだ至っていないということなんですか。

何か新しくこの支援事業をやって、新しい知的産業としての特許申請に至るま

でのそういう成果はまだ出ていないということなんですか。 

 

伊藤産業政策課長 知的財産支援総合窓口で専門家派遣もやっているわけですが、その中で、

昨年の実績で、特許で関することですのであまり細かいところまでは申し上げ

られませんが、地場産業関係とか、商標の関係、それから、アイデアというよ

うなことを何件か受け付けて、今、相談に乗って始めているものもございます

ので、地域産業からも、地場産業からも、産業界からもそういう件数は何件か

出ているようです。 

 

齋藤委員  私が言いたいのは、やっぱり最近、中国がいろいろな商標権とかそういうも

のを活用しながら、日本の優良の企業の名前を使ったり、そういうことが非常

に多いということを言われております。山梨県としても、やっぱり大事な産業

があります。ですから、そういうものをしっかり知的商標権として確立して、

特に海外に出店したりしていくにつけては必要なことだと思うので、その辺を

今後どういう扱いをしていくかちょっと伺います。 

 

藤本産業支援課長 まず、今、委員御指摘の、中国が商標を冒認するという問題につきまして

は、過去、私ども、「山梨勝沼」という商標を中国で商標登録された経緯がご

ざいます。これは山梨県の中の一地域が旧来から使っている地名なので取り消

しのお願いを中国に申し入れしまして、中国で昨年、中国のその商標登録を取

り消ししていただいた経緯がございます。 

  こういうところで中国に対して県内の中小企業も相当神経質になっており

まして、ものづくりの産業におきましては、ある企業にあっては、これを国内

で特許登録等をするとそれが中国でまねされてしまうんだと。中国で登録すれ

ばいいんですけれども、国外へ進出する予定のない企業というのはなかなか外

国へ特許登録をしませんので、そういったことで、高い技術を持っているんで

すが、ものづくり企業において特許を登録しないという選択をしている企業も

事実ございます。中国あるいは外国へ進出する場合は、当然、進出しようとす

る外国に対する特許の申請はアドバイスとして、私どもも産業支援機構でも行

っております。以上です。 

 

齋藤委員  特許を申請するには、すべてのデータを公表しなければならないので、当然、
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そのデータを活用されるというおそれは確かにあります。しかし、長期的に見

ると、やっぱりそういうものをしっかり保護して取り組んでいかなければ、産

業として成長しないと思いますので、その辺をしっかり頭に入れて、今後取り

組まれたいと思います。以上です。 
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主な質疑等 観光部関係 

 

※財団法人 国際交流協会 

質疑 

（多文化共生施設推進事業について） 

大柴委員  基本的なことで申しわけないんですけれども、４１６ページの多文化共生施

設推進事業の緊急雇用なんですけれども、ここのところで人材を１名雇ったと

いいますか、活用したということですけれども、１名でどんなことができるの

か、事業内容をちょっと教えてもらいたい。 

 

佐野国際交流課長 この多文化共生施策推進事業等ですが、これは山梨県内に住んでおられま

す、韓国の方とかブラジルの方とか、それぞれ外国人の方がいらっしゃるんで

すが、その方々が山梨県内でお互いの文化的違いを認めながら対等な立場でい

ろいろな生活ができるような形の支援をするための事業として、２３年度にお

きましてはアンケート調査を行いまして、それに基づきまして防災ガイドブッ

クなどを作成させていただいたものです。 

 

大柴委員  多言語による防災ガイドブックを作成したということですけれども、これは

どんなものなんですか。 

 

佐野国際交流課長 実際に現物がありますので、委員方の手元にお配りさせていただいてよろ

しいですか。 

 

白壁委員長  はい、どうぞ。 

 

佐野国際交流課長 英語であったりポルトガル語だったりしまして、７種類ございます。日本

語がそれぞれに全部ございますので、タイ、タガログ、スペイン、ポルトガル、

韓国、中国、英語ということで８カ国語のガイドブックになっております。あ

と、インターネット上で国際交流協会のほうを開いていただきますと、これら

がダウンロードできるようになっております。 

 

大柴委員  これは各語、何部ぐらいつくったんでしょうか。 

 

佐野国際交流課長 これらにつきましては７カ国語が、各５００部です。それで、先ほど申し

上げましたように、足りない分についてはダウンロードできるので、各市町村

には、本物と、ダウンロードができる周知をお願いしています。 

 

大柴委員  今年度の今度の新しい事業で、外国人の防災に対する意識がまたうんと高ま

っているということで、また何かもうちょっと違うようなものができたりする

んですか。 

 

佐野国際交流課長 ガイドブックにつきましてはこれですが、４５０ページに書いていますけ

れども、今年は各セミナーを開催する予定でおります。 

 

大柴委員  セミナーというのは、韓国は韓国、中国は中国と全部分けてやるということ

ですよね。年に何回もやることになるわけでしょうか。 
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佐野国際交流課長 各市町村と調整をさせていただいて、中央市などのようにブラジル人が多

いところについてはポルトガル語でやるとか、そのような形で各市町村の状況

をかんがみて、セミナーを開催する予定になっております。 

 

大柴委員  わかりました。ありがとうございます。 

 

（国際観光振興事業について） 

望月副委員長  ４５４ページの国際観光振興事業についてお伺いします。外国人観光客受け

入れ態勢強化事業ということなんですが、ボランティアの通訳人材のデータベ

ース更新という部分で、ボランティア人材というのは、どのぐらいの人が集ま

っているのか、それと、充足しているのかという部分を教えてください。 

 

佐野国際交流課長 ボランティア通訳につきましては、県内で今、約１２０名を超える方がボ

ランティアをしていただいておりまして、現在のところは要望に一応こたえら

れる、充足しているような状況です。 

 

望月副委員長  引き続き、インターネット、ブログ、ツイッターを活用した県民による観光

情報発信という部分なんですが、ここのところをちょっと詳しく教えていただ

ければと思います。 

 

佐野国際交流課長 インターネット等の活用につきましては、やまなし観光推進機構と国際交

流協会が連携いたしまして、ツイッター及びフェイスブック等インターネット

で情報発信をする予定です。 

 

望月副委員長  日本語で情報発信ということでしょうか。 

 

佐野国際交流課長 英語、中国語、韓国語の３カ国語での発信を予定しております。 

 

望月副委員長  その下なんですが、おもてなしやまなしベストガイド集を作成すると。これ、

英、中、韓ということで書いてあるんですが、内容についてはどのような内容

のものを作成する予定でしょうか。 

 

佐野国際交流課長 外国人の方々で山梨県内のベスト観光地を選んでくださったものを、それ

ぞれ英語、中国語、韓国語に訳したものを発刊する予定です。 

 

望月副委員長  今言った部分を集約した形で、やっぱり今、外国人の方が選んでいるという

部分も含めて、山梨県内で発信すべきものというのはある程度柱があると思う

んですが、その部分をしっかりと、県内の見どころ、もちろん富士山を含めた

形、ワイン等、今まで全国に発信している日本語の部分のものも含めた形で発

信していっていただければありがたいなと思いながら、観光ボランティアガイ

ド養成セミナーということで、さらにガイドを養成していくという、こういう

スタンスでよろしいでしょうか。それとも、今いる方々、１２０名の方々をさ

らに充実させるというスタンスでしょうか。その辺をお聞かせいただいて、私

の質問を終わります。 

 

佐野国際交流課長 さらに充実するという形でセミナーを開催する予定です。 

 

（山梨県内の国別外国人数について） 
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齋藤委員  １点お聞きしたい数字があるんですが、県内在住の外国人の国別の人口の数

字がわかりますか。わかったら、教えていただきたい。 

 

佐野国際交流課長 山梨全体で１万５,０００人でございまして、そのうち、国別ですと、中国

が４,１１９名、ブラジルが３,３１１名、韓国が２,２９０名、フィリピンが

１,９２０名、ペルーが９４７名。これは平成２３年１２月末現在の法務省の

統計です。 

 

齋藤委員  その数字があるんだったら、コピーをください。 

  それから、国際交流協会を活用している外国の人たちの人数はその中でどう

いう形で把握しているのですか。 

 

佐野国際交流課長 国際交流センターの人数につきましては、昨年度の状況ですが、知らない

という回答が４４％ということで、半数以上の方に知っていていただいている

という状況です。 

 

（県内在住外国人からの情報発信について） 

齋藤委員  これだけの人が山梨県に在住しているということになると、やっぱりまず在

住している人たちに、山梨県の実態、それから、観光の面の状況、そういうも

のをまず知ってもらうことが大事だと思うんです。だから、在住している人た

ちに対して文書か何かで情報を伝達してやるような方法を何か立てているの

かどうか。おそらく今までとっていないと思うんですね。やっぱり利用者、来

る人だけを迎え入れてやっているにすぎないわけです。在住している人たちに

情報を知ってもらうことが大事で、そして、その人たちからそれぞれの自国に

対して山梨の情報を発信してもらうことが、山梨県に観光客とかそういう人た

ちを迎える一番いいパイプ役になると思うんですよね。それをしっかりやって

ほしいと思うんですが、その辺の考え方はいかがですか。 

 

佐野国際交流課長 今の齋藤委員からの御意見ですが、今現在、ＹＩＮというネットワーク組

織がございます。それが３５団体ほどあるんですが、そのネットワークを通じ

て各在住の外国人の方には広報しています。 

 

齋藤委員  ですから、外国からの観光客を受け入れて対応することももちろんこれは大

事なんですが、私はやっぱりまず在住している人たちが、おそらく働いている

人というのは、山梨県内の観光地とかそういうものにあまり出かける余裕のな

い人たちが多いような気がするんです。ですから、そういう人たちにもう少し

県がバスのツアーでも組んで、観光地をもっと知ってもらうと、そういうこと

から山梨を知ってもらうきっかけが出てきて始まると思うんですが、その辺の

取り組みに対する考え方はいかがですか。 

 

佐野国際交流課長 その他の在住外国人の方へのＰＲということでの御質問ですが、当然、市

町村の広報紙を通しましてのＰＲ、または国際交流センターを使って、各外国

語で韓国フェアとかフェスタ等でいろいろな外国人の方向けには今後もＰＲ

を充実させていきたいと考えております。また、留学生等につきましては、組

織を通じ、実際に今、ＰＲをしているところでもございます。以上です。 

 

齋藤委員  市町村にもやっぱりそういう組織があると思うんです。だから、市町村の組

織と県の組織が十分情報を交換し合って、有効にこの事業に活用してもらうこ
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とが大事だと思うので、ぜひその辺をもっと積極的にやってもらいたいと思い

ます。以上です。 

 

（国際交流センターのＰＲついて） 

森屋委員  国際交流センターのある場所に、申しわけないんだけど、私たちが行く機会

はあまりない。ただ、私も昔からあそこはちょっと縁があって、かかわりを持

たせていただいたこともあるんだけど、行くと、それぞれの国の皆さん方がイ

ベントをかなりしていて、掲示板がいっぱいになるぐらいやられているという

ことで、今の齋藤委員のお話にあったように、知っている人にとってはなくて

はならない場所、きっとあれを活用している皆さん方にとっては、あれなくし

て山梨に住むことができないぐらいの場所なんでしょうけれども、知らない人

にどうやってあそこの場所を活用してもらうか、あるいは輪を広げていただく

か。それはいろいろな意味で、言い方が悪いかもしれないけれども、犯罪とか

そういうことを防ぐためにも大いに活用してもらってネットワークをつくっ

てもらうという意味だと思います。 

  そこで、今の齋藤委員のお話にもありましたけれども、実際に１万５,００

０人という法務省の統計で持っている数字なんだけれども、県というか、国際

交流センターとして、そういう数字というか、個人を調べたり、リストをつく

ったりということはできるんですか。あるいは、それはプライベートとか個人

情報の問題でそういうことはできないとか、その辺はどうですか。 

 

佐野国際交流課長 今御質問いただきましたリストというか、個人のそういうような情報です

が、やはり個人情報ということで、そういう形のリスト等の作成は困難と考え

ております。 

 

森屋委員  おそらく想像の範疇を超えませんけれども、外国人の方ですから、かなり移

動性、流動性が高いと思います。正式なビザみたいなものを持って、固定して

何年もいる方もいるんでしょうけれども、でも、多くの方は流動性の高い、常

にメンバーが変わるような人たちじゃないかなというふうに想像しますけれ

ども、そういう人たちに対するコネクションのつくり方みたいなのは、何か工

夫されていることはありますか。 

 

（ 休  憩 ） 

 

佐野国際交流課長（補佐回答） メルマガについては、ちょっと私、承知しておりません。た

だ、国際交流協会でＹＩＮというネットワークと、それと、外国人の団体との

交流がございまして、例えば外国人住民実態調査についても、そういったネッ

トワークを活用してやっております。ただ、市町村レベルでは、なかなか個人

情報、プライバシーということがあって、それぞれの外国人がどこにいらっし

ゃるとか、どういった方がいらっしゃるということはなかなか明かしてくれる

ということがありません。そのように困難です。 

 

森屋委員  例えばそこに甲府の入管があるでしょう。ああいうところの事務所の窓口に、

皆さん方、当然置いてあるんでしょうね。来たときにはぜひ寄ってくださいと

か、あるいは登録制度みたいなもので、登録してくださいとか、登録すれば、

次からは何らかのお便りをあなたに送りますよとか。ともかく先ほどのお話に

あるように、大いに活用してもらうということ、少なくとも県内に来ている人

たちの１人でも多くの外国人の皆さん方に知ってもらって、活用してもらうと
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いうことが大きな目的だと思うので、そういう努力はどうされているのか。 

 

佐野国際交流課長 国際交流協会のパンフレット等につきましては、今年度からすべての市町

村で配布していただくようにしております。また、各関係機関においては、今

回の外国人登録の改正もございまして、入管とは連携を強化しておりますとと

もに、一緒に説明会等も開催する際に、国際交流協会の関係のパンフレット等

もそのような機会に配布しているところです。 

 

森屋委員  ともかくこの話を犯罪と結びつけてしまうと大変失礼な話ですが、それは当

然、日本人の中にも犯罪をする人はいるんだけれども、見知らぬ土地に来て住

むということを原因として、コミュニケーションがとれないということでそう

いうマイナスの部分がきっと出る部分もあるんだと思います。それから、最近

はあんまり話題になりませんけれども、何年か前までは外国から親と一緒に来

た子供たちがなかなか学校になじめないなんていう話も、かなりクローズアッ

プされた時期もありましたよね。ああいう話を聞いても、やっぱり山梨県とい

う地域の中にせっかく来たのにコミュニケーションがとれないということで、

そういうマイナスの部分が出てしまうということがあると思います。皆さん方

にはというか、センター、協会にはやっぱりすごく大きな役割があると思いま

す。声の届かない人に少しでも声が届くような努力をぜひしてほしいなと思い

ます。 

 

（国際交流協会への補助金ついて） 

  ちょっと戻りますけれども、先ほどの会計のほうでちょっと見させていただ

いて、基本的に、この最後のところに出てきた、山梨県として補助を入れてい

るのは毎年幾らなんですか。どこを見ればいいんですか。この４４６ページな

んですか。 

 

佐野国際交流課長 ４６６ページをお開きいただきたいと思います。県として平成２３年度に

補助しておりますのは、国際交流協会事業補助金及び海外県人会補助金、地域

国際化推進事業費補助金、アイオワ青少年育成事業費補助金、計の、当期増加

額５２０万１,６１５円という形になります。なお、そのうちの山梨・アイオ

ワ青少年育成事業費補助金３００万円につきましては、３月３１日現在では支

払いが行われていないんですが、５月末までに３００万円の支払いが終わって

いることを確認しております。以上でございます。 

 

森屋委員  そこで、一番最初の項目にある国際交流協会事業費補助金が、すごく細かい

お金ですよね。これは、前期の残高を全部使い切ってしまって、当期に積み増

しをしたような感じなんだけど、何で細かい金額になるんですか。 

 

佐野国際交流課長 この差額につきましては、実際の補助金が出ますときは何千円なんですが、

ここへ記載するときには差金を抜いた形での実績額の積み上げになりますの

で、端数が出ております。予算額で行くときには何千何百何十万何千円という

形で行くんですが、向こうで支出するときには契約額等で端数等が出ており、

その合計額が端数として出てきて、差額については後で補助金を減額して交付

決定されるものですから、それで端数が出ると。 

 

森屋委員  ということは、最終的に県として正確に出ている補助金額というのは、この

２２０万１,６１５円というこのジャストの金額で県からは補助金支出がされ
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ているということですか。 

 

佐野国際交流課長 はい、そのとおりでございます。 

 

森屋委員  そうすると、主たるこの事業費の目的というか、中身は何ですか。 

 

佐野国際交流課長 一番大きい金額は人件費になります。 

 

森屋委員  そんなに大きな金額じゃないんだけれども、特に去年はアイオワとの交流が

あったということで……、でも、山梨・アイオワ青少年育成事業費で補助金っ

て、これは毎年出るものですか？ 

 

佐野国際交流課長 ２３年度での臨時の経費です。 

 

森屋委員  そう多くはない金額なんですけれども、ほかのところもそうなんだけども、

私たちにはこのお金の表の見方は難しくて、なかなか見えないところがあって、

皆さん方の回していただいているのを信じるというか、なるべく理解ができる

ように努力はしますけれども、やっぱりなかなかわからない部分があります。

昔に比べると相当減らされているような気もいたしますけれども、ぜひこうい

うことも私たちにもよくわかるような形で、説明なりをしていただきたいと思

います。ありがとうございました。 

 

（寄附行為等の見直しについて） 

安本委員  すみません、素朴な疑問というか。私、今回、先ほども別のところで言った

んですけれども、２３年度の出資法人の経営評価結果概要を資料で添付してく

ださいというお願いをして、それを中心に見ています。これにはこの後詳細な

ものが４枚ほどついていまして、年度ごとに県の財政関与の状況みたいなもの

がついているんですね。そこまで出していただければ、先ほどの森屋委員の質

問もよくわかると思います。 

  私はちょっと違う観点でここを見まして、５つの評価結果があって、目的適

合性というところがありました。どうしてこんな、目的適合性が７５％になっ

ているのかなと思って調べましたら、パスポートセンターで証紙とかを売って

いる。そういうようなことが財政的なことで評価されてこうなっているという

ことなんですけれども、私は県民からすれば、パスポートセンターがあって、

その場で証紙が買えるのは当たり前だと思っていますので、この評価もちょっ

とおかしいなと思っていました。 

  それを調べる過程の中で、寄附行為の中をちょっと見ておりました。素朴な

疑問ということですみません、寄附行為の資料の１ページの事業の範囲第４条、

国際交流の推進。観光という言葉はありませんけれども、総務から観光へ所管

が移って、この中で観光についてもやっておられるんだと思っているんですけ

れども、（３）に海外移住の推進という言葉が書かれておりまして、今、これ、

ほんとうに出ているのかな、どうかなということで、どういうふうにお考えに

なっているのかをお伺いします。 

 

佐野国際交流課長 海外移住の推進ということですが、現在、海外山梨県人会へ具体的には、

お帰りになられたりとか、あとはまだ海外にいらっしゃる方がこちらに５年に

一度とか何年かに一度、お帰りになられる際の支援等をしているものですから、

こういう形で事業範囲としても載っているということです。現在でも、海外山
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梨県人会、あとは、海外移住、向こうへ行くというよりは、やはり海外県人会

との連携という形が重点的な形で行っています。 

 

（ 休  憩 ） 

 

安本委員  直接そのまま読んでしまうと、何か海外移住の推進だなんて、寄附行為で変

更もなかなか大変な手続かと思いますけれども、将来的にもどうかなという気

がしますので、海外移住者への支援とかそういうような形で、連携もあります

けれども、そろそろ直されたほうがいいんじゃないかなと思いましたので、い

かがでしょう。 

 

佐野国際交流課長 今後、協会等を指導してまいりまして、できますれば寄附行為等の変更等

を目指したいと思っています。以上です。 

 

樋口委員  関連で。寄附行為ですよね。何年も前から異文化交流、多文化交流という言

葉があったんですけれども、一向に。事業としてはどんどん盛り込まれていま

すけれども、今、寄附行為あるいは定款でしたら、あわせてちょっとそのこと

についても検討いただきたいなと思いますが、いかがでしょう。 

 

佐野国際交流課長 来年平成２５年４月１日に公益財団法人への移行を推進してまいっており

ますので、その際に強力に指導いたしまして、寄附行為等の見直しを行いたい

と思います。 

 

樋口委員  ちょっと続けさせてもらいます。持論ですけれども、先ほども森屋委員がお

っしゃったことにもかかわるんですが、今まで寄附行為に書かれていることが

主という。今までやってきたこと、国際交流、観光とかね。それともう１つ、

今言いましたように、異文化、多文化交流。来て、住んでいる人たちへのとっ

かかりが非常に大事なので、これを観光部が所管するのは非常に難しくなって

きていると思うんです。でも、この寄附行為の中にある仕事の所管を見ると、

非常に分けてなくて、主にやる仕事の中でくくって分けていますから、非常に

方向性としてはそっちに行きたくないような、組織再編したくないような、あ

るいは副会長や理事の中に企画県民部長を入れたくないような、それがすごく

読み取れるんですが、やはり市町村が一生懸命やっているわけでありますから、

そういったところに合わせるようなことも今後考えていただきたいなと思う

わけでありますが、いかがでしょうか。 

 

佐野国際交流課長 委員の意見を承りまして、県の機構のこともございますので、今後検討し

てまいりたいと思います。 

 

樋口委員  ぜひ検討いただきたい。先ほどこれを見させていただいたときも、やっぱり

初めは、団地の前に、あるいは各自治会も掲示板にごみの出し方を何カ国語か

で張ったことから始まって。それはどんどんいろいろなものがニーズ化されて、

いろいろ出てきました。それで、ネット化をしてきているということでありま

して、ニーズはどんどん広がっている。だけど、観光部というわけにはいかな

いなと思っていまして、そんなことも日常的には議論していましたけれども、

ぜひ実態に即するような出資団体にしていただきたいなと思います。最後にも

う一度。 
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佐野国際交流課長 最後、意見を承りましたので、さらに積極的に協会を指導するとともに、

県でも検討してまいりたいと思います。 

 

（人件費の内訳について） 

樋口委員  さっきと関連して。人件費が主たるものだということはわかります。差しさ

わりなければ、どういう内訳かざっくり教えてください。 

 

佐野国際交流課長 事務局長が５００万円弱という形です。あとは、プロパーの方々が２５０

万円から３５０万円ぐらいの間です。あと、非常勤嘱託の方につきましては１

００万円前後。非常勤の緊急雇用が２５０万円前後。以上でございます。 

 

樋口委員  確認ですけれども、過去の経緯をちょっと思い出しまして、会長がいて、専

務理事がいて、事務局長。専務理事の分の報酬はないと。 

 

佐野国際交流課長 はい。 

 

樋口委員  会長についても以前、給与があったと思いますが、その辺については？ 

 

佐野国際交流課長 会長は４月１日より民間の方の非常勤ということになっておりますので、

報酬または給料等はないということでございます。 

 

樋口委員  ありがとうございました。 

 

（国際交流センターについて） 

髙野委員  あんまり聞きたくなかったけれども、今、最後に、報酬がどうのという話が

あったので。県は時として、急に常勤にして給料を払ってみたり、また常勤を

外してみたり、いろいろな異なことをやっているなと改めて思うわけです。た

だ、あの場所、あそこ自身の運営費というのはどこからどこまで？ 例えばパ

スポートセンターはどうなっているのか、ほかはどうなっているのかと。パス

ポートセンターは別個になっているのかな。 

 

佐野国際交流課長 パスポートセンターは別です。パスポートセンターは県の施設ということ

です。 

 

髙野委員  じゃ、国際交流センターは県の施設じゃないんだね。 

 

佐野国際交流課長 申しわけございません。国際交流センターは県の施設でございまして、国

際交流協会は、指定管理者としてあそこを管理していると。パスポートセンタ

ーは県の施設としてあそこに入っているという状況です。 

 

髙野委員  あそこで私も１０年ぐらい前から五、六年、１カ月に２回ずつぐらい行って、

各外国人の宿泊者というか、ああいう人たちとも多少の接触があったり、また、

１階の部分にはそういう案内をするところ、２階は会議室、あと、３階、４階

が外国人のための宿泊施設になっているんだよね。あの宿泊施設の管理は、こ

の中のどんな部分のところから経費的なものというのはどういうふうに出て

いるの？ 

 

佐野国際交流課長 指定管理の経費として国際交流協会へ出ておりまして、あそこを管理する
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方については、非常勤嘱託という形で国際交流協会の方が交流センターの３階、

４階の宿舎の管理をしています。 

 

髙野委員  今の宿舎の平均室数というのは幾つあるの？ 

 

佐野国際交流課長 ３階、４階で２０室ございます。 

 

髙野委員  別にその２０室に国が決められているわけでもなく、その都度なんだけど、

使用率というのは、要するに、２３年度か、２２年度でもいいけれども、どの

ぐらいの率になっているのか。 

 

佐野国際交流課長 ほぼ１００％です。 

 

髙野委員  ほんとうに１００％か。 

 

佐野国際交流課長 あそこは国際交流員とか、あとは留学生とかが入っているのですが、実際

に２年、３年という形で入られていたり、また、出る人の状況を見ながらとい

うよりも、入る人の状況を見ながら出る人をお願いするという形をとっており

ますので、それでほぼ１００％という形の入居率になっております。 

 

髙野委員  前に行ったときは結構あいていたんだよ。だから、稼働率というのが半分行

っているのかどうなのかなという、そんなことで聞いてみたんだけど。 

 

佐野国際交流課長 今、委員から御指摘いただきましたとおり、５年ほど前はやはりかなりあ

いていたという状況がございます。 

 

髙野委員  それじゃ、甘いんじゃないか。前にあいていたからって、前にあいてじゃ。

ただ、経費もかかることだよな。実際その運営自身は、要するに、出資法人が

やっているわけだろう。だから、運営自体を出資法人でやって、ここに出資法

人がいるわけじゃないんでしょう。出資法人の人はいないでしょう。だから、

ここにいないのであれば、よくわからない部分が何か出てきそうだし、あんた

方は時によっては出資法人にどんどん送ってしまうし、実際ここにいて、それ

を詰めて話をしているんじゃともかく、さっきの口頭で１００％って言ったん

だけど、じゃ、数字ってないの？ 

  今、聞かないようにしておこうか。違うこともあるから。あそこへ入ってい

る人たちが多くても少なくても、出資法人の出資金額というのが例えばどうな

っているのか。そして、さっき言ったように、次の人が入るから前の人が出る

という。じゃ、前の人が出てしまった場合は、それから次を見つけるんじゃ、

当然かなりの空間があく。 

  そして、あそこのところでは、郷土の、ブラジルじゃブラジルの料理とか、

いろいろなことを推奨しているじゃん。そうすると、その推奨している例えば

そういうものに対する材料費とか何とかも、国際交流協会で負担しているのか

とか、そういうのは何となく現地でなければわからんような部分ってある。あ

んたたち、端から、「おい、６月２８日には、ブラジルがよその国の人たちに

物を食べさせるためにやったところの玉ねぎは幾つ買って、ニンジンは何本買

った？」なんていったって、これは現地でないとわからないんだから。 

  あの２０室もどういうふうにしているのかな。部屋をたとえばきれいにする

ような場合に、やっぱりうんと臭い人もいる。そういうことも含めて、現地じ
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ゃなければわからんことっていっぱいあるような気がするんだけど、あとは現

地で聞くかなみたいな気がしているんだけど。 

  そんなことで、返事はいいです。 

 

佐野国際交流課長 宿泊室につきましては、平成２３年度は９６.５％です。 

 

髙野委員  それだけ？ その前の年は？ 

 

佐野国際交流課長 それは資料をお届けするということで。 

 

髙野委員  さっきからちょっとおかしな話があるんだけど、あくまでも委員会で聞いて

いるということは、ほかの委員もみんな聞いているのと同じだから、そういう

資料というのは、後でそこにお届けしますという話じゃだめなんだよ。 

 

佐野国際交流課長 はい。事務局と調整をとりまして、皆さんのお手元に届くように。 
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主な質疑等 農政部関係 

 

※財団法人 山梨県農業振興公社 

質疑 

（補助金の返還について） 

棚本委員  ちょっと質問いたします。きっと理解されている委員の方のほうが多いと思

います。私自身理解不足ですから、端的な答弁で結構です。あまりわかった話

を私だけが聞いても。 

  かつて新聞記事にもなりましたし、報道もありました、農業公社の補助金の

１億５,０００万円の返還の件でありますが、当時の報道も新聞等も承知して

おりますが、簡潔で結構でありますが、改めてお願いします。 

 

小幡農村振興課長 委員からの御質問は、農地保有強化基金のことじゃないかと思います。こ

れにつきましては、平成２２年に会計検査院が全国の農業振興公社の実態を調

査いたしました。その中で、すべての県に対して指摘が加えられました。 

  というのは、もともと農水省の指導のもとで基金を国が半分、県が半分とい

うことで積み立てたわけですが、農水省の要綱等が、会計検査院が言うところ

の使途等の部分を記載していなかったものですから、公社が利用に当たって、

明確な管理というんですかね、この基金はこういうふうに使うよという部分の

記載が十分でなかったんです。 

  ただ、本来のこういう合理化の事業に基金のすべての利子、果実の部分は使

われていたことは間違いないんです。それに当たって細かい記載をする中で使

っていきなさいよという会計検査院の指摘だったんですけれども、農水省から、

もともとそういった要綱になっていなかったものですから、そういった取り扱

いをしていなかったということで、全国すべての公社の基金に対して同じよう

な判断が下されまして、この基金に対しては廃止しなさいということが農水省

に出されました。ということで、農水省から、平成２２年１２月２１日付で、

国分の基金を返還しなさいという通知が来たということです。 

 

棚本委員  今、説明をいただいた範囲のことについてはわかりました。ただし、蒸し返

すようで申しわけありませんが、全国統一基準ではありますが、やっぱり山梨

は山梨の事情があって、どうなんでしょう、もう今さらしょうがない話かもし

れませんけれども、１億５,０００万円、今、県財政を考えたときに決して小

さいお金じゃないものですから、国の所管官庁が要綱を示していなかった。た

だ、その部分の解釈については、会計検査院の独立性は私も重々承知しており

ますが、もともと国の農水省の運用要綱というかが細かく説明されていなかっ

た部分については、別に国が悪いという話じゃありませんよ。これについての

主張はされた上で全国受け入れられたということなのか？ ここだけ。 

 

小幡農村振興課長 私たちの県も含めて、この強化基金の果実が適正に使われていたというこ

とは申し上げました。ですけども、農水省からの文書をちょっと読ませていた

だきます……。 

 

棚本委員  簡単で結構です。 

 

小幡農村振興課長 いいですか。ということで、私たちは主張いたしましたが、私たちの意見

は取り上げられず、国へその回答が戻り、国から返還しなさいという命令をい
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ただいたということです。 

 

棚本委員  ありがとうございます。 

  もう１点、ちょっと記憶があいまいなんですが、この３億円の中の１億５,

０００万円は今のお話。それから、当時、何かの席で説明があったような記憶

があるんですが、今日、資料を持ち合わせていなくて、申しわけありません。

何かの席で県からの答弁で、県分の負担については１億５,０００万円云々と

いう答弁があったような気がしますが、そこだけもう一遍。 

 

小幡農村振興課長 正確に申し上げますと、１億４,８５０万円になります。国分については国

へ返すということでしたが、山梨県においては、県分の１億４,８５０万円に

つきましても、公社といたしましては非常にとうといお金です。ということで、

県の当局からは引き続き県分についてはそこへ残すという御了解をいただい

ております。 

 

（就農希望青年等に対する就農相談事業について） 

棚本委員  質問を変えます。今の件については経過もわかりました。 

  １点だけ、４６３ページの、これ、計画じゃなくて、実績のほうの（２）就

農支援センター支援事業は、先ほど説明をいただきました。その中で①の就農

希望青年等に対する就農相談という中で、課長の御説明、県外７カ所のうち、

池袋が３カ所、新宿４カ所、しかも２２年度分で１８５人参入のうち、相談員

を通った部分が２２名と大きな実績を挙げていると思います。この新宿、池袋

の選定に当たっては、一番数字も上がっていますけれども、効果的だという判

断はどういう判断基準でされたのか。そして、一問一答が原則でしょうけれど

も、何度も聞けませんから、あわせて、今後の相談場所の選定は何かお考えが

あったら、それだけお聞きします。 

 

小幡農村振興課長 実は池袋の新・農業人フェアにつきましては、これは山梨県独自で行って

もなかなか会場の問題とか周知については十分でないということで、これは全

国農業会議所とタイアップいたしまして、山梨県も含めた何県かとブースの中

でさせていただいたと。新宿につきましても同じなんですが、要するに、少し

周知等ともかかわるために、タイアップしながらやったということです。とい

うことで、今後とも同じく、こういった人がよく集まるところで取り組まれる、

各県あるいは国の団体等とタイアップしながら、より情報を出していきたいと

思っております。以上です。 

 

（県の公社と市町村の公社との関係について） 

大柴委員  高齢化が進む中で、耕作ができない農地が急にふえて、県の農業公社の役割

と市町村……、県に公社があって、北杜市もあるんですよね。あと、中央市で

すか、３つぐらいあるみたいなんですけれども、その中で、県の行っている事

業と市の事業がほとんどダブッていて、すみ分けがつかないようなところも。

先ほど言っていた、北杜市にあります笹場ですか、この辺はやっぱり普通だと、

市にあれば市がやればいいんじゃないかなと私は思うんですけれども、その辺

のすみ分けというのはどうなっているんですか。 

 

小幡農村振興課長 市町村の公社で行っていけたらいいと思いますけれども、笹場に関しては

非常に時間的な問題もあったということで、まず県の公社で具体的な権利調整、

耕作放棄地解消事業も含めてやりました。というのは、県の公社は過去にそう
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いったものをやっているノウハウがございましたものですから。最終的にはそ

んなふうになりましたけれども、笹場に関しては、山梨県初めての取り組みと

いうこともございまして、モデル的に県の公社でやらせていただきました。 

  それから、幾つかのところにつきましては、県の公社で耕作放棄地等を解消

する行為はいたしますが、北杜における賃貸借の関係については、北杜の公社

にそのまま手続を移譲いたしまして、北杜市の公社で引き続き賃貸借の契約は

していく話になっております。 

  県の公社と各円滑化団体等のすみ分けということですが、県の公社が今、公

益法人化を目指しているわけですが、公益法人になった場合に、先ほど言いま

した、中間保有というか、農地を売買するときに、実は売り主に譲渡所得税等

がかかるわけでありますが、県の公社が公益法人となることによって、売り手

の譲渡所得の税金が控除されるというメリットもございます。基本的に私たち

が考えているのは、貸借に関しては各市町村の円滑化団体なり公社にお願いす

る。そして、所有権の移転に伴うところについては、県の公社でやっていくの

がいいんじゃないかなと思います。 

  それともう１つは、県の公社ですので、より広域的な、町村をまたがる、地

域をまたがるようなものについては、県の公社が積極的にかかわっていくこと

が必要じゃないかなと思います。 

 

大柴委員  そのようなすみ分けでいいと思いますので、その辺をしっかりとやっていた

だいて、そして、誘致企業とかそういうものは、きちっと県が主体で、市町村

に連絡を早目にして、市町村が最終的には決断をするという形の中でお願いし

ます。ありがとうございました。 

 

（法人改革のスケジュールについて） 

森屋委員  今ちょっとお話もありましたけれども、リミットがあると思いますから、法

人改革に着手して、今後のスケジュールをちょっと聞かせてもらいたい。 

 

小幡農村振興課長 県議会の意見等もいただく中で、７月１２日に第３回の公社の検討委員会

を開きまして、改革プランの改正版を、今月中に出すというものです。 

  それから、その改革プランに基づきまして、本年度中に公益法人化の手続を

終えまして、２５年４月１日から公益法人になるということです。 

 

（収支差額の赤字理由について） 

森屋委員  わかりました。そうすると、今回のこういうのを見ても、同じフォーマット

で出てくるときっと私たちも見やすくなりますから、大変だと思いますけれど

も、よろしくお願いします。 

  それで、もう１点だけ。先ほどの、きっとプロパーの方の退職金が発生して

いると思うんですね。それは後で説明するとおっしゃったけれども、まだ説明

をされていないので、お願いいたします。 

 

小幡農村振興課長 私がちゃんとまだ説明できなかったのは、４９７ページの２番の事業活動

収支差額というところに、２７４７万８,０００円の赤字になっております。

これについての御説明ということで申しわけございませんでした。これはⅡ番、

４９７ページの下から５行目に特定資産取り崩し収入というものがありまし

て、２,６５６万１,０００円ございます。こういう書き方だということのよう

なんですが、本来であればこれは収入の部に入りまして、これが積み立ててお

いたプロパーの職員の退職金です。 
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森屋委員  基金？ 

 

小幡農村振興課長 基金ですね。これが上に入りますので、この事業活動収支の部でいけば、

ここがこんなに赤が出ないということになりますが、これは一応、書式という

ことで、最後にその話がトータルになりますので消えてしまいます。というこ

とで私のほうがちょっと舌足らずであったんですが、事業活動収支額のこの２,

７００万円の赤字について御説明申し上げたかったということで、すみません

でした。 

 

森屋委員  わかりました。ほかの部分もありましたけれども、組織上の問題だと思いま

す。ちなみに、この方はお１人ですか。そして、何年在籍された方の退職金に

なりますか。 

 

小幡農村振興課長 この方は１人でして、４０年。６０歳で定年、２０歳からですから、４０

年の勤続になります。 

 

森屋委員  わかりました。 

 

（農地保有化合理化促進事業について） 

齋藤委員  ちょっと聞きたいわけですが、農地保有化合理化促進事業の関係で農地につ

きまして私が質問したわけですが、とにかく農業経営者がだんだん高齢化して、

結局売り渡されたということで、あと１０年もたつと、果たして百姓をする人

がいるのかという問題があります。２町から７,９００平米の土地に対して、

５,０００平米を売り渡したと。あと３０００平米はまだ残っていると。それ

以外に塩漬けのような土地はないわけですか。前に結構塩漬けになった土地が

たくさんあったものですから。 

 

小幡農村振興課長 御質問についてですが、平成２２年の段階ですべての農地につきましては

売却を終えました。ここに関しては、現在は塩漬けの農地は一切ありませんが、

これは新たにということで。 

 

齋藤委員  ２３年度は報告の中にあります。新たじゃなくて、報告書の中で、７,９２

０何平米かあったけれども、売り渡したのは５,０２０平米。そのほかは残っ

ているのですか？ 

 

小幡農村振興課長 前回、長期に保有した過去のすべての農地を全部売買したわけです。これ

につきましては、新たに、３月に買って４月に売るような、年度をまたがるも

のについて、整理上少しここへ保有のような形になっていると御理解いただき

たいと思います。 

 

齋藤委員  それはわかりましたが、要するに、借り受け、貸し付けるという関係で、規

模縮小農家から借り入れた６万７,０００平米で、前年度末保有地がまだ前に

あったので１５万３,０００平米という貸し付けになったということなんです

ね。前の残ったものがあったということですね。そういう解釈ですね。 

 

小幡農村振興課長 これは年度ということで、残っていたというか、年度をまたがる関係でそ

のような処理になっているということです。原則として、今現在、もう既に前
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のような形じゃなくて、即売り、即買い、あるいは貸し手と借り手のマッチン

グが出たところで行為を起こすというやり方にしておりますので、不良債権を

しょわない形で今、進めております。ただ、３月に借りて、ほんとうは３月中

に貸し与えられれば一番いいんですけれども、場合によっては年度をまたがる

ということで、数字の処理としてこんなふうに残っていると御理解いただきた

いと思います。 

 

齋藤委員  それでは、２３年度までは一応これで終わったという解釈でいいわけですね。

１５万３,０００何がし平米を貸し付けたのでこれで一応終わったと、今まで

の農地はすべて終わっているんだという解釈でいいわけですか。 

 

小幡農村振興課長 現在これでもって貸し残りはない状態です。 

 

齋藤委員  担い手を確保するために、農地を集積して、できるだけ規模を拡大していか

なければ担い手も育たないということなんですが、今後とにかくこの事業をも

っと積極的に取り組んでやらなければ、農地を確保することは非常に難しいと。

それから、この借地権の関係は、借り入れの場合、借地権との金額とかそうい

うものは、これはどういう形になっていますか。 

 

小幡農村振興課長 借地に関しては基盤強化法に基づいてやっていまして、借り入れに関する

手数料は、借り入れ金額に対する１％を貸し手側と借り手側から双方にいただ

くと。借地金額の１％という格好でいただいております。ただ、借地金額につ

いてはケース・バイ・ケース。場所によりけりです。田んぼもありますし、成

園のブドウ園もありますし、あるいは普通畑ということもありまして一概に言

えないと思いますけれども、通常の手数料としては１％を仲介料としていただ

いているということです。 

 

齋藤委員  その金額の設定に際しては、結局、公社が両方の意見を聞いて設定してやる

という解釈なんですか。 

 

小幡農村振興課長 近隣の農地の取引等の事例を参考にしつつ、実勢でやらせていただいてお

ります。 

 

齋藤委員  さっきも申し上げましたように、２４年度に向けて、とにかくこれは積極的

に進めてやってもたいたいと思いますが、目標はどのぐらいに考えているの

か？ 

 

小幡農村振興課長 貸借につきましては、先ほど申しましたけれども、今年度の借り入れ面積

が４４ヘクタール余りになっておりますが、公社が仲介して貸借の権利を設定

する面積を６０ヘクタールまで拡大していきたいと考えております。 
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※公益財団法人 子牛育成協会 

 

質疑 

（死亡牛焼却処理業務について） 

森屋委員  １点というか、２点ですね、せっかくですから。今まで特別委員会でやって

いるときには、申しわけないけれども、大体この辺まで来ると疲れが出てきて

流してしまうところでしたけれども、改めてこうやって委員会でやってもらう

と、気になるところが出てきます。 

  先ほどの説明資料の５１０ページ、ＢＳＥで焼却する牛がこんなにあるんで

すね。この数の推移はふえているんですか。例えばそうでなくて、私たちが認

識していないけれども、以前からも大体このぐらいのベースではあるものなん

ですか。 

 

桜井畜産課長  これは国のＢＳＥ特措法によりまして、今、食肉へ回る肉牛はすべて屠畜場

においてＢＳＥの検査を行っております。それ以外に、農家で病気等で死んで

いる牛がございまして、それもやはり原因を究明するために、死亡した牛は法

に基づいてすべてＢＳＥの検査をするということになっています。農家で死亡

している牛が県内で、年にもよりますけれども、約２００から２５０ございま

す。その検査が済んだもので、地域の市町村の許可を得て埋却する場合と、埋

却ができない場合は、そのまま保健所で病性鑑定の延長としてここの施設で焼

却を行っております。死亡牛については、頭数にもよりますけれども、特にお

ととしみたいな暑い年は、相当牛が参って死亡頭数も多かったんですけれども、

大体、年間２００頭ぐらいが死ぬというところでして、それについてはこうい

った検査をすべてやるというような状態であります。 

 

森屋委員  ということは、ＢＳＥの検査対象ということで、ＢＳＥが起因して死んでい

るという意味ではない？ 

 

桜井畜産課長  ないです。ＢＳＥは国内で今まで平成１３年に見つかって以来３６頭が発見

されていますけれども、一番最近の発見は２２年１月だと思います。それが最

後で、以降は全然見つかっておりません。 

 

（八ヶ岳牧場管理受託業務について） 

森屋委員  わかりました。ほっとしました。何かこれ、読み方によっては、すごい、認

識を新たにしなければいけないところもあったなと思いまして。 

  もう１つだけ。大した話じゃありません。５０８ページで、預かっている、

受託という放牧をしている頭数で延べ頭数の報告を先ほどお読みになりまし

たけれども、これは何年間ぐらいでの延べなんですか。 

 

桜井畜産課長  これは１年間の数です。実頭数が５７８頭で、１年間すべて５７８頭が常時

入っているわけではありませんけれども、牧場に入ったり出たりしていまして、

１年間で延べ１１万２,０００頭をお預かりしたということです。料金的には

１日幾らというようなお金をいただいていますので、協会の目標としては、で

きるだけ延べ頭数を伸ばしてやるというのが１つの経営の状況です。 
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森屋委員  ということは、同じ牛なら牛が、農家に帰って、また来てみたいなことを繰

り返していくと、そのたびにダブルカウントみたいにされていって、延べが１

１万ということなんですね。 

 

桜井畜産課長  乳牛の場合は、基本的には牧場でお預かりするのは育成牛です。ですから、

生まれて６カ月以上で、大体分娩するのが２４カ月齢ですので、その間の育成

期間であります。農家へおりて分娩した牛は、今度は搾乳しますので、その後、

農家が牧場に預けることはございません。何回か上がってくるというのは肉用

牛の繁殖牛でありまして、子供を産むだけですから、夏の間なり冬なり牧場に

預けて、そこで種つけをして、また妊娠をして、下で分娩をして、子育てが終

わればまた上がる。繁殖牛については、同じ牛が年２回でありますけれども、

毎年利用する形は、あります。 

 

森屋委員  わかりました。すみません。ありがとうございました。 

 

（組織体制について） 

髙野委員  基本的なことをお伺いしたいんだけども、５１１ページのこの役員のことで、

この役員というのは、４月１日現在、松村さんの名前が理事長でまだ書いてあ

ると。だけど、これ、もう２４年度の理事会はやったんですよね。 

 

桜井畜産課長  この役員の名簿につきましては、もう既に理事会をやっておりまして、今現

在は今の農政部長の加藤部長が理事長になっております。 

 

髙野委員  だって、理事会は幾日にやったの？ ２４年の４月の幾日？ 

 

桜井畜産課長  そこの上にありますように、２４年３月２２日に理事会をやっております。 

 

髙野委員  いや、だから、２４年３月にやったなら、この２４年４月１日の名前は、前

の名前じゃよくない。さっきの農業公社は、少なくとも去年の４月８日に第１

回の理事会をやって、そして、そこで去年決まって、多分、今年の理事会は２

４年４月幾日にやっていると。農業公社は、理事長就任は４月１６日。だけど、

一応、４月１日からの就任年月日になっているんだよね。この辺ちゃんと訂正

しておいてもらわないと。 

 

桜井畜産課長  すみません、少し説明不足で申しわけございません。４月１日時点は前部長

の名前でございますけれども、４月５日に２４年度の分の理事会を開きまして、

そのときに理事長を交代しております。 

 

髙野委員  だから、今言ったように、農業公社のほうは多分違うでしょう。次長に聞き

たいようなものだけど、４月の幾日にしたか知らないけれども、農業公社はち

ゃんと変わっているけれど、子牛育成協会は変わっていない。例えばこうなる

と、今だれが理事長なのかなんていうのはわからないじゃんな。 

 

桜井畜産課長  おっしゃるとおりでありまして、本来ならば３月の２回目の理事会で、この

時点で県の異動等がわかっておれば、その段階で次の方をあらかじめ後任に当

てるというようなことができたわけですけれども、この年はそれをやっており

ませんでしたので、年度が変わって理事長を決めさせていただいたということ

です。 
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髙野委員  だって、これじゃ、変えるか、差しかえか何かしないと、１年間これで行く

ということだよ。 

  もう１つ、いろいろな人の名前が列記してあるけれども、この人たちは例え

ば松村さんが加藤さんにかわったのは、これは農政部長だからだけど、これ以

下の人たちの職名を教えてくれないか。 

 

桜井畜産課長  専務が、学識経験者として県のＯＢです。その下の常務理事が私、畜産課長

であります。白倉さんが北杜市の市長さん、功刀光紀さんが県畜産協会の会長

です。それから、向山公夫さんが全農山梨の本部長、佐藤さんが農業共済組合

連合会の会長です。酒井治孝さんが、酪農業協同組合の組合長さんです。それ

から、小宮山さんが北杜市の教育長です。監事は、古屋さんは一般からの公認

会計士であります。それから、由井さんが同じく監事でありますけれども、北

杜市の会計責任者であります。以上です。 

 

髙野委員  例えば２４年３月２２日にした会議で、２番に、平成２４年度事業計画及び

収支予算並びに役員報酬額についてと。役員というのは、今言った人が役員な

の？ 

 

桜井畜産課長  ここの今の役員の報酬額というのは、専務理事が事務局長を兼ねていまして、

専務理事のことです。その他の役員につきましては、公職にある方は無償です。

要するに、払っていません。 

 

髙野委員  じゃ、公職にない人が幾人いる？ 公職にある人が幾人いる？ 

 

桜井畜産課長  県、市の関係は、報奨費は払っていません。あと、お支払いは、団体の関係

は１回に幾らというような形で払っています。 

 

髙野委員  ただ１回、２回理事会をして、２３年度補正予算について、平成２４年度事

業計画及び収支予算並びに役員報酬額について、３、定款変更について、４、

協会の運営計画について、何かちゃんと議論をするメンバーじゃないような気

がするんだけど、あなたも常務理事であれば、どういう議論を？ これ、出資

法人だから、どういう議論をして、どう前へ行く進め方をしているのか、その

辺ちょっと理解できないんだよ。 

 

桜井畜産課長  理事会のほかに評議員会を持ちまして、特に牧場等の業務については、いろ

いろな関係するところで専門的な立場あるいは実際に農家で生産されている

方々もおりますので、中身については、そこでいろいろ議論をさせていただい

ております。今の役員の中では、特に業務自体が県の業務を引き受けていただ

いているということもありますけれども、それ以外に、地元の産業として公園

も持っていただいております。やはり地元の市長さん等あるいは教育委員会関

係等の、そういった公園の関係も、やはり子育ての問題もありますので、そう

いった中で、畜産だけじゃなくて、そういった意見も拾いながらやっていると

いうふうな状況にございます。 

 

髙野委員  いや、だって、さっき言ったのは理事会の話をしていて、評議会の話をして

いないよ。じゃ、評議員ってどういう人がやっているの？ この当て職の部分

のことを教えてよ。 
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桜井畜産課長  評議員はそれぞれ、例えば宇田さんですけれども、畜産協会の専務さん、そ

れから、小須田さんは、この方は北杜市の議員さんでありますけれども、やは

り清里で畜産関係をやっている。小清水さんは、酪農家なんですけれども、ミ

ルクプラントを運営している。貴志さんですけれども、食肉流通センターの社

長さん。それから、市村さんも地元でやはり放牧をやっているキープ協会の場

長さんであります。 

 

髙野委員  理事会って、理事と評議員と両方でやっているのか。 

 

桜井畜産課長  理事と評議員も出てきてやっております。 

 

髙野委員  それを理事会と言うのかね。この辺よくわからないんだけど。 

  評議員が検討した項目を理事会にかけて承認をしてもらうというのが大体

の流れということかい？ 

 

桜井畜産課長  すみません、ちょっと誤解がございまして。理事会は理事と監事です。評議

員会は別途開きまして、理事会で決まったことを評議員会で審議していただく

ような形になっています。 

 

髙野委員  変なことを言うと、だんだん変なところへいく。だって、評議会でいろいろ

なものを評議しながら、それを理事会に上げているんじゃないの？ おれはそ

う思っていたんだけど。ほかの団体はみんなそんなような気がする。 

 

桜井畜産課長  この場合は、理事会で決めたことを評議員会へかけるというような形で、従

来の理事会の下でなくて、評議員は、むしろ理事会は執行役員ということで、

評議員のほうが位置的には上になります。 

 

髙野委員  だって、理事と監事のことを役員というんじゃないの？ 

 

桜井畜産課長  役員は理事と監事です。 

 

髙野委員  だって、ここのところに役員報酬額についてとか、予算についてなんていう

ものをこういうふうにザーッとやって、私が言うのは、実際の議論はどこであ

るかなということ。おれが質問している秒数と同じ秒数で答えてくれ。 

 

桜井畜産課長  理事会で詳細を議論して詰めて、それで評議員会に上げるというような形で

す。 

 

髙野委員  だけど、おれらもいろいろな会議に出ていても、例えばここの第１回に入っ

ている、役員の専任について、事業報告について、収支決算について、補正予

算についてと、こういうふうに書いてあれば、こういうものしかやらんのかな

と思っているんだけど。大体、会議ってそうだよな。おれが言うのは、この協

会が前に行くためには、どこで協議をして、どういう方向をつけていって……、

あんたたちは県庁にいるからわからないけれども、実際の子牛業の人たちは、

どこで話をして、どこで話を進めさせているのかがわからないということ。 

 

桜井畜産課長  理事会で話をして、それを評議員へかけるというふうなことです。 
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髙野委員  いや、だから、項目がないじゃん。だって、理事会って、予算と決算をやる

だけじゃないのか？ 何かそういうふうにしか……。どこでどういう議論をし

て、例えば子牛の育成がどういうふうに進めるかというものを議論して進めて

いくんじゃないかなと思っているんだけど、そういう議題がないから、「じゃ、

評議会じゃどういう議題になっているのか」と例えばだんだんそういうふうに

聞いていかなきゃならないんだよ。おれもこんなくだらん質問したくないんだ

けど、どういう議論をどこでして、この子牛業を、業界がどういうふうに発展

していくのかというものが見えてこない。特に出資法人でやっているあんた方

にはよくわからないという、よく見えてこないということを言っているわけ。 

 

桜井畜産課長  理事会でそれぞれ事業計画等の中で御議論いただいたりというようなこと

です。 

 

髙野委員  じゃ、次の機会に、理事会の中の、例えば１日の案内にどう書いてあるか。

農業委員にもなっているから農業委員会にも行くけれども、ほとんどそういう

議論じゃないんだよな。書いてあるものだけで。だから、そうなると、あなた

方がやっているのと、実際あんた方が見ているものと子牛業の部分でやってい

る話というのはかなりの相違があるんじゃないの？ ということを聞いてい

るわけ。 

 

桜井畜産課長  委員おっしゃることはわかります。なかなか限られた理事さんの中で、時間

の制約もある中でどのぐらいできるかというのもあるんですけれども、公益法

人になりますと、本人出席ということも結構制約がかかってまいります。でき

るだけ時間を十分にとる中で、中身をいろいろ検討して、法人としてよくなる

ような形で議論を進めるように役員会を進めていきたいと思います。 

 

髙野委員  いや、だから、例えばこっちの評議員のほうは、小須田牧場だとかそういう

ところがあるわけだ。だって、こういうところの話が出てきたものを取り上げ

なきゃ。さっき言ったように、理事会で検討したものを評議員へかけるという

のは、それこそ逆じゃないかなと。牛を実際飼っている人、貴志さんみたいに

食肉市場の社長をしている人、そういう人たちの話がいろいろなことで交わっ

てきて、こういう問題点が出たからといって理事会へかけるというんじゃない

のかなと思って、不思議に思っているわけ。 

 

桜井畜産課長  おっしゃるとおり、理事会で決めたことを評議員さんに諮ってやることも１

つありますけれども、また評議員の中で専門的な御意見がありますので、それ

は当然、県の関係も出席しておりますので、それは理事会の資料の中身として

検討……。 

 

白壁委員長  理事会の決議を経て、評議会にかけなければならない。そういう場合もある

じゃなくて、ならないと書いてあるよ。 

 

桜井畜産課長  定款でですね。 

 

白壁委員長  定款に書いてある。ということは、そういうふうに言い切らなきゃだめ。 

 

髙野委員  ただ、この理事会のこういう内容で、そのときに配付資料がどういうものか
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知らんけれども、例えばそういうものを見たときに、ただこんな単純なことじ

ゃ、この協会自身の、どういうふうに何をしているかが見えてこないじゃん。

だから、やっぱりそれが理事会で取り上げられて、評議員会へかけられて、ま

たそれが返ってきて、さらに理事会にかけられたよというようなことじゃわか

るけれども、何かちょっと不透明で、こなれてこないね。 

 

桜井畜産課長  おっしゃるとおり、それぞれの役割があって、もう少しそれぞれの意見なり、

相互の意見交換ができるような場というようなことで、今、御指摘いただいた

ところについては、団体とも相談をしながら、よりよい意見交換ができるよう

な、あるいはせっかくいただいた意見が活用できるような、生かせるような場

をつくってまいりたいと思います。 

 

髙野委員  そういうことじゃなくて、例えば実際牛を飼っている人とか、牛乳を生産し

ている人が一番わかるわけじゃんか。そういうところの意見が反映しないよう

な役員構成なんかつくってもしょうがないんじゃないの？ まして役員報酬

なんていう部分もあったりしているんだから、それ、ちょっと変かなと。定款

でどういうふうに決められているにしても、じゃ、実際問題はどこの意見をく

み取ってこういうふうにしていますよとか、そういうものがおれにはわからな

いということだよ。 

 

桜井畜産課長  実は子牛育成協会は毎年、牧場に関すること、それから、まきば公園に関す

ることをそれぞれアンケート調査しております。特に牧場については、牧場を

利用している農家の方々にすべてアンケートを出して、牧場に対する要望とか

満足度等をすべてお聞きしているところです。したがいまして、理事さんある

いは評議員さんだけではなくて、利用している農家の意見をくみながら、そう

いった調査も毎年やって、それがやはりできるように努めているところです。

トータルで言えば、牧場の場合は８８.９％の方が満足しているというふうな

回答もいただいております。 

 

髙野委員  満足しているというのは別に、ただだから。人が行って、ただ牛がいて、見

てきれいだからって。おれらも行って、きれいだと思うよ。その満足の話じゃ

ないんだから。出資を県がしている話を今しているんだから。満足度の話じゃ

なくて、それをいかに生かしていくという話をしているの。あなたはみんな話

を牧場に振ってしまっているけれども、これ、やっぱり子牛をいかに、例えば

今年何頭どういう買い受けをして、例えばよそへ送る、またよそへ送られた子

牛が、いかにまきば公園のほうで引き取ってどういうふうにするかって、そう

いう計画はしっかりあるんでしょう？ 

 

桜井畜産課長  これは県の改良増殖というふうなことで一貫してやっております。具体的に

は、いい牛を入れて改良しながら、その受精卵移植を例えば牧場の牛を使って

受精卵をとって、それを農家に供給して、農家でいい牛をつくると。それがま

た農家に広がる。あるいはまた、牧場で改良した肉牛を農家に払い下げて、そ

れが甲州牛にどれぐらいなるかというふうなこともすべて調査をしておりま

す。我々の県の業務もそうですけれども、そういった物差しではかりながら、

どのぐらい進捗しているかというのも実際のところやっています。 

 

髙野委員  じゃ、最後に、この協会を進めていくうえで、重要度のナンバーワンという

のは何なの？ さっきからあなたはまきば公園、まきば公園と一生懸命言うん
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だけど、まきば公園だけの形で言うのであれば、変な話だけど、まきば公園な

んか、観光のほうにくっつけてしまってやればいいみたいな気がしないでもな

いんだけど、一番重要視をするところというのは何なの？ 

 

桜井畜産課長  大家畜の畜産振興です。牧場があってです。やはり県の機関的な大家畜振興

は、ここの協会が非常に重要なウエート、仕事、業務を彼らは果たしていただ

いていると。 

 

髙野委員  はい、いいです。よろしいです。 

 

（年間目標について） 

齋藤委員  ２点ばかり聞きたいと思います。この指定管理を県立八ヶ岳牧場がやってい

るということですね。飼育する繁殖牛と卸牛の数字がここに出ておりますが、

目標に沿って一応順調にいっているというように出ておりますが、年間の目標

というのは何を基準に定めている？ 

 

桜井畜産課長  どこに需要を置くかということもあるんですけれども、１つは、今の抱えて

いる牧場の経営面積もありまして、その中で預託牛をどのぐらい飼えるかとい

うのがそこの牧場のキャパになります。今、目標に挙げているのが、預託牛で

あれば、そこにある数字が、１１万何がしが牛を飼養できる上限です。それ以

上だと、牛を入れてもえさが足りないということで、なかなか大きくなりませ

んから、牧場の一番能力を生かした中での受け入れを１００％達しようという

ことで目標に置いております。 

  それから、肉牛の飼育については、県有牛で基幹牛として２００頭管理して

おりますけれども、その中で年間１８０数頭、牛を生産して、基本的にはそこ

の雌牛を農家に供給するというようなことで、年間、雄雌合わせて１５０何頭

払い下げておりますけれども、その半分の雌牛を供給することで、ほぼ今の繁

殖牛の更新ができると、農家の更新ができるというようなことでそういった目

標で今、２００頭を設定してやっていると。 

 

齋藤委員  そうすると、今の現状のこの数字が一応限界ということですね。 

 

桜井畜産課長  そうですね。 

 

齋藤委員  今後、県が取り扱っていくためには、一応限界と。これで多少は黒字になっ

ている感じ？もう１点は、職員の高齢化が今後進むと、人件費の抑制をしてい

かなければならないと。この職員というのはどこの職員を指している？ 

 

桜井畜産課長  はい。職員はここの協会の職員です。 

 

齋藤委員  協会の職員の年齢が高齢化になっているから、その年齢を引き下げていかな

ければならないということですか。協会の職員であれば、何でそんな年齢的な

そんなものが必要になってくる？ ちょっとその辺を教えてください。 

 

桜井畜産課長  ５２年に設立して、そのときは県営牧場で、協会の職員と県職員が一緒にや

っていましたけれども、６０年から全面委託になって、協会の職員をふやしま

した。それがだんごの状態で、わりと年齢が固まっているということで、その

ときの方がそろそろ退職に近い方が出てきていますので、そこら辺も新陳代謝
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をしながら若い人を入れていくというふうなことで、中途の年齢の高い方を採

ると年齢が高くなりますので、やはり職員の補充の場合は若い方を、優秀な方

を採っていきたいと。 

 

（職員数について） 

齋藤委員  よくわからんところがあるんだけど、まきば公園を管理する協会というのは

どこの協会？ 畜産協会の協会ですか。それとも、どこかの協会を指している

わけですか。その辺をもっとわかりやすく。 

 

桜井畜産課長  ここにありますように、公益財団法人の山梨県子牛育成協会の職員です。 

 

齋藤委員  協会は職員が何人いて、平均の年齢は何歳ですか。ちょっと教えてください。 

 

桜井畜産課長  協会の職員は全部で２４人であります。そのうち、正規職員が２２人、臨時

職員が２人です。主にそれぞれのセクションで担っているところは大学卒業の

技師がついておりますけれども、大半が、技能職といいまして、技術を持った

職員、要するに、技能職で、現場で牛を飼ったり、牧草をとったり、そういっ

たふうな仕事をする職員が主になっています。 

 

白壁委員長  答弁漏れ。平均何歳と言っているよ。 

 

齋藤委員  そうすると、この協会の職員というのは、協会が採用している職員？ この

協会の職員の位置づけはどこがやっている？ 

 

桜井畜産課長  協会職員は協会が採用です。 

 

齋藤委員  協会で採用しているけれども、協会の財政的な基本は、この収入でやってい

るという解釈でいいわけですか。 

 

桜井畜産課長  先ほど御説明したとおり、県の委託費と農家からの牛の受託料、そういった

ものでやっています。 

 

齋藤委員  県の委託料は毎年決まっていると。子牛の利益も大体決まっているので、収

入はもう限界があるので、人件費を減らさなければやっていけないと、こうい

う解釈？ 

 

桜井畜産課長  今までと違って、やはり指定管理者制度ということで、県からすべてお金を

出すんじゃなくて、今、一部、農家の受託料収入を協会に入れまして、そこが

やはり目標に達しないと経営が厳しくなるということで協会の努力も必要な

仕組みになっております。 

  あとは、とりあえず今のところ黒字ですので、そこはやはりしっかり経営を

していく必要が今後ともあろうかと思います。 

 

 

その他  ・ 出資法人に関する閉会中の継続審査については、財団法人 山梨県農業振興公

社及び公益財団法人 やまなし産業支援機構について、現地調査を実施すること

とし、日時・場所等の決定は委員長に委任され、後日通知することとされた。 

・ 委員会報告書の作成及び委員長報告については、委員長に一任した。 
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・ 継続審査案件調査の日時・場所等の決定は委員長に委任され、県外調査を９月

４日から６日に実施することとし、詳細については、後日通知することとされ

た。 

・ ５月２３日に実施した県内調査については、議長あてにその報告書を提出したこ

とが報告された。 

 

以  上 

 

                         農政産業観光委員長  白壁 賢一 

 


